
“特集” 働き方改革関連法への対応

みしま 会 議 所 ニュース
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季節料理  花ほたる
働き方改革関連法への対応
M– ステ  小規模企業経営力向上事業費補助金の公募 / 消費税還元加盟店 ID
三島バル / ウォークぶらり～︎ / 大場ふれあい広場 /
三島市プレミアム付商品券取扱店募集締め切り間近‼
青木竹材店 / リヴよしだや
三島市行政への要望書回答 / 三島市・アクサ生命との健康経営連携協定締結 /

「MENU デザインの仕掛け」セミナーを開催 /
消費税セミナー間近に迫る消費税軽減税率対策
商品陳列セミナー / 創業応援塾を開催しました！
建設業を観て聞いて知ろう！建設現場見学ツアー /
青年部ニュース：日本 YEG 全国サッカー大会堂々 3 位！
商工会議所の議員選挙・選任の仕組み︎ / 軽減税率対策補助金締切迫る！

「地元メディアとのつながりつくるプレスリリースを」
飲食コラム / 文化会館告知

～夏季期間のクールビズについて～
当所では、本年も地球温暖化対策や節電対策の一環として、夏季期間の職員の軽装 ( クールビズ ) を実施しています。
期間：５月１日（水）～９月３０日（月）   何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

内装にもこだわった店内

おすすめの納豆スパ 暑い夏にピッタリの
海老とパクチーのタイ風サラダ

家族のアイデアが詰まった
シュウマイ

　三島市梅名に店舗を構える『季節料理  花ほたる』さんは、今年３月
に OPENしたばかりの飲食店です。代表者の杉山康さんは、以前に
お店を任されていたこともあり、お客様からの要望や長年のご夫婦の

夢でもあったため、お子様の成人を機に創業に至りました。
　創業にあたり、当所にご入会頂いている美容室の方より薦められ、相談に来所さ
れたとのことです。経営計画策定支援事業の専門家派遣により、メニュー開発・接
客や雰囲気作り、効果的な宣伝による集客とリピーター化等の様々なアドバイスや支
援を行いました。アプローチにグリーンをたくさん使い、源兵衛川を思わせる飛び石
やホタルが舞う様子を再現した外構など、外観にこだわりのあるため、メニューなど
コンセプト（方向性）の統一性を目指しました。
　「悩んでいたところ、たくさんのアイデアや厳しい意見を頂けて本当に相談して良
かった」と杉山さんご夫婦におっしゃって頂きました。
今後は、常連のお客様はもちろんのこと、遠方の方も、女性の方も一人で気軽に来
店できるよう、笑顔が素敵なご家族４人、地元の方とのつながりを大切にさらに笑
顔あふれる居心地の良いお店を目指していきます。
　是非一度、『季節料理　花ほたる』さんに足を運んでみ︎て下さい。

 （文：総務課  土屋直子）

季節料理 花ほたる
笑顔あふれる居心地の良いお店を目指します！

花ほたる

オートバックス
三島店

ポテト梅名店

（株）平喜 三島支店

三島市立
中郷小学校

三島市 中郷文化プラザ
中郷公民館

タイヤガーデン
三島

娘さんの『ほたる』さんから
とったお店の名前です

息子さんも元気いっぱい
働いています！

住 所
電 話
営業時間

定 休 日

三島市梅名４４６－１ （駐車場４台）
０５５－９００－１８４８
１７：３０～２４：００
※ラストオーダー
フード２３：００、ドリンク２３：３０
火曜日、第３水曜日
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　２０１９年 4 月から施行されている 「働き方改革関連法」により、企業は時間外労働の上限規制、年次有給休暇の５日取得義務化、同一労働同一賃金などに対して、順次対応を迫られることになります。
　人手不足がますます深刻化するなか、中小・小規模事業者が 「働き方改革」 を推進していくには、様々な準備を計画的に進めていくことが必要です。
　今回の特集では、中小・小規模事業者が 「働き方改革関連法」 に対応していく上での、法改正のポイントや企業に求められる対応を分かりやすく紹介します。

働き方改革関連法への対応
～時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金～

１．時間外労働の上限規制
　   （施行：2019 年 4 月 1 日～  中小企業は 2020 年 4 月 1 日～）
　時間外労働の上限は月４５時間、年３６０時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年７２０時間、単月
１００時間未満（休日労働含む）、複数月平均８０時間（休日労働含む）が上限となります。

①法定労働時間：1 日 8 時間・1 週 40 時間以内／法定休日：休日は毎週少なくとも 1 回
②労働者に時間外労働・休日労働をさせるには、36 協定の締結が必要です。
③改正前の時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。罰則による強制力がなく、また特別
　条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。

●所定外ではなく法定外の時間外労働が対象。　※所定労働時間とは、労働契約上の労働時間のことです。
●管理職は時間外労働の上限対象ではないが、労働安全衛生法の改正により、2019 年 4 月 1 日から労働時間の
　適正な把握が求められる。
●労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存する必要。
●違反した場合、６カ月以下の懲役または３０万円以下の罰金が科されるおそれ。
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（特別条項/年6か月まで）

●単月100時間未満※
●年720時間
●複数月平均80時間※ ※休日労働を含む

（改正前）

月45時間
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　２０１９年 4 月から施行されている 「働き方改革関連法」により、企業は時間外労働の上限規制、年次有給休暇の５日取得義務化、同一労働同一賃金などに対して、順次対応を迫られることになります。
　人手不足がますます深刻化するなか、中小・小規模事業者が 「働き方改革」 を推進していくには、様々な準備を計画的に進めていくことが必要です。
　今回の特集では、中小・小規模事業者が 「働き方改革関連法」 に対応していく上での、法改正のポイントや企業に求められる対応を分かりやすく紹介します。

働き方改革関連法への対応
～時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金～

２．年次有給休暇の確実な取得（施行：2019 年 4 月 1 日～）

３．「不合理」な待遇差の禁止
　   （施行：2020 年 4 月 1 日～  中小企業は 2021 年 4 月 1 日～）

年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年５日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。

　同一企業内において、正規労働者と非正規労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本
給や賞与、手当などの個々の待遇ごとに「不合理な」待遇差が禁止されます。
　同一労働同一賃金については法律やガイドラインに明確に定められていない点も多いため、具体的な対応に際して判断に
迷うケースが多いことも予想されます。三島商工会議所では 2020 年 1月に労務対策セミナー「パートタイム・有期労働法
の改正 労働者派遣法の改正への対応」を開催する予定です。

●今回の法改正で使用者による時季指定が休暇取得の新たな方法に加わる。
●管理職やパートタイム労働者も対象。
●労働者による請求・取得、労使協定に基づく計画年休、使用者による時季指定のいずれかの方法により取得さ
　せなければならない。
●会社独自の特別休暇は法律の対象外であり、あくまで法定の年次有給休暇を年５日取得させる必要。
●年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければならない。
●違反した場合、３０万円以下の罰金が科されるおそれ。

　今回の特集は、日本商工会議所が作成した働き方改革関連法解説パンフレット「働
き方改革 BOOK （全６２Ｐ）」 を基にした内容となっています。
　三島商工会議所の窓口で配布しておりますので、ご希望の方は経営支援課までご連
絡下さい。

【働き方改革 BOOK の特徴】
　①項目ごとに法改正の内容を解説する「法令解説編」 と企業の具体的な対応を解説
　　する「実務対応編」 で構成。
　②巻末には企業の実務対応のポイントと取り組み例をまとめるとともに、働き方改
　　革の支援策や相談窓口を掲載。

（例）入社日：2019/4/1　休暇付与日：2019/10/1（10日付与）

2019/10/1～2020/9/30までの１年間に５日
の年次有給休暇を取得させなければなりません。

2019/4/1
入社

2019/10/1 2020/9/30

10日付与（基準日）

働き方改革関連法
～法律の解説と実務対応の手引き～

日本商工会議所

（文：経営支援課  宇水　淳）
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経  営  支  援

ご存知ですか？  １０月１日から始まる国のキャッシュレス事業‼︎ 
2％もしくは5％のポイント還元の待遇を受けるには別途申込が必要です！

～間に合わなくなる可能性があるので早急に対応して下さい～

小規模企業経営力向上事業費補助金の公募が始まりました！
令 和元年度第２回

　「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して、小規模企業が新たに行う工夫・改善に必要な経費に対して
の補助金です。申請書の作成は職員がサポートします。ぜひご活用ください。

　新規にキャッシュレスを導入する
事業所も、既にキャッシュレスを導
入している事業所もお客さんがポ
イント還元の待遇を受けるには別
途申込が必要です！
そしてお客様に自分のお店を選ん
でいただくためには、事前に決済
事業者（代理店）を通じて申し込み︎、
自分のお店がキャッシュレス決済で
ポイント還元を受けることができる
お店であることをアピールする必要
があります。
何も手続きをしないまま 10 月を迎
えてしまうと、このポイント還元事
業の対象にならず、お客さんとトラ
ブルが生じる恐れがあります。早め
に手続きをしましょう‼

小規模企業（ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた企業（※）、及び当該小規模企業経営力向上事業費補
助金を受けて事業を実施した企業は除きます。）
※過去に先代が承認を受けたが、後継者が新たな分野で新規事業にチャレンジする場合は対象

・補  助  率　２／３ 以内　　・限度額　５０万円
・対象経費    開発費、機械装置等費（IT ソフトウェア含む）、広報費、委託費ほか

・申請期間
・申請方法

・申  請  先

令和元年８月 1 日～令和元年９月１０日（受付は平日に限ります）
所定の申請書類を持参又は郵送（９月１０日消印有効）
※申請書類は、当所ＨＰよりダウンロードをお願いします。
三島商工会議所

（三島市外で事業をされている場合は、事前にご相談ください。）　

以下の要件のすべてを満たすもの
１　自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存
　　のものを大幅に改善するもの   
２　新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行
　　うもの
３　経営革新計画の承認取得を目指す３年間の経営ビ
　　ジョンを策定した上で行うもの

＜ 取 組 の 例 ＞
業　　種 具　体　例

サービス業
新サービス開始（レストランがケータリング）時や新
分野参入（美容院がネイルアート）時の機材、什器、
メニュー表作成など

小　売　業
新販売方法（通信販売参入）や新商品群の取扱い（書
店が雑貨を販売）開始時のシステム料、店舗・空間デ
ザインなど

製　造　業
新製造手法の導入や新分野参入（部品メーカーが健康
グッズ）時の新規設備導入費、試作委託費、試作材料
費など

（文：経営支援課  麻谷暢恵）

補助対象者

補助の内容

申 請 手 続

補助対象事業

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

ご注意
  下さい！
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ま  ち  づ  く  り

　毎年開催している本イベント。地元の子供会や太鼓演
奏団体も参加するイベントや模擬店により、年々盛り上
がりを見せています。大人から子供まで楽しめるイベン
トになっておりますので、夏休み︎最後に家族で出かけて
み︎てはいかがですか？
＊日時　8 月２６日（月）１５時～︎２１時
　　　　（オープニングセレモニー１９時）
＊場所　セブンイレブン三島大場駅店駐車場
　　　　セブンイレブン三島大場駅店北側駐車場
＊内容　しゃぎり大会、和太鼓演奏、フラダンス、
　　　　大道芸パフォーマンス、輪投げ、各種模擬店
＊主催　大場商工店会
＊問い合わせ先　TEL:055-977-1315（リコー写真店）

（文：まちづくり課  丸山祐季）

　今年も三島バルが開催されます。その日の三島は眠らな
い町となり遠方からも多くの人が訪れます。三島バルとは、
事前にご購入いただいたバルチケットと引き換えでその日だ
けのバルメニュー（1ドリンク+1 皿料理・おみ︎やげ等）をお
楽しみ︎いただくものです。複数の店舗を巡り三島の夜をご堪
能いただけます。興味があるけど行けていないお店、どん
な料理・飲み︎物なのか少し味見してみ︎たいお店がある方は、
是非この機会にご参加ください！
日　　時：

参加方法：

チケット：

販売場所：

１０月１３日（日）１２：００～︎２４：００
※営業時間は店舗により異なります。
バルチケットをお買い求めください。1 冊のチ
ケットをグループで分けて使うこともできます。
前売り券 4,000 円、当日券 4,500 円

（1 冊 5 枚綴り）
全参加店舗、三島商工会議所

▷▷▷（三島バル公式 HP）http://mishima-bar.net

（２）商品券の利用対象にならないもの
 ・現金との換金、金融機関への預け入れ
 ・貴金属、有価証券、金券、各種商品券等の換金性の高
　い物の購入、電子マネー等へのチャージ
 ・不動産や自動車等資産性の高いもの

（３）換金方法
 ・換金期間　2019 年 10 月 1 日（火）～︎
　　　　　　2020 年 3 月 13 日（金）
 ・換金場所   三島信用金庫　三島市内 7 本支店
　　　　　　（二日町支店以外）営業日
 ・換金方法   口座入金又は振込（現金受取不可）、換金手
　　　　　　数料及び振込手数料不要、換金 1 回 1,000
　　　　　　枚まで

（４）取扱店申込（登録）の流れ
①申込用紙を三島商工会議所へ持参又は FAX、郵送にて
　ご提出をお願いします。
②登録後、8 月 26 日（月）以降に、取扱店ポスター、 商品
　券見本等を三島商工会議所にて交付いたします。
③取扱店ポスターはお客様が見やすい場所に貼り出して
　下さい。

　当所では、「三島市プレミアム付商品券」の取扱店を募
集しています！
商品券の取扱いには事前に登録が必要になりますので、
お申し込み︎くださいます様お願い申し上げます。

【申込締切日】令和元年８月２３日（金）
※期日内に申込いただきますと取扱店一覧表に掲載、商
品券購買客に配布されます。また、その後に登録された
事業所についても随時ホームページ等に掲載していきま
す。

～取扱店への登録について～
（１）対象店舗
三島市内に所在する一般消費者を対象とした事業所
※反社会的勢力との関係がないこと
※金融業、風俗業のほか、公序良俗に反する事業所を除く

取扱店登録についての問い合わせ
三島商工会議所　まちづくり課（TEL：055-975-4441）

参加申込用紙・詳しい概要について
昨月号に同封してあるチラシ、もしくは
QR コードからご確認ください。

三島市では、消費税・地方消費税率の 10％への引き上げが、
住民税非課税者・子育て世帯（10/1 時点 3歳半未満）の消
費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費
を喚起・下支えすることを目的としてプレミアム付商品
券を実施します。
（１）商品券使用期間
　　２０１９年１０月１日（火）～２０２０年２月２９日（土）
（２）商品券・購入対象者・発行総額
　　1枚の額面 500円（1冊10 枚綴り5,000円分を4,000円
　　で販売）・18,700人・4億 6,750万円

三島市プレミアム付商品券取扱店募集締め切り（8/23）間近‼︎

夏休み最後の思い出に！
大場ふれあい広場

～三島宿を食べ歩き
のみ歩きまち歩き～

（文：まちづくり課  石渡智英）

圧巻の和太鼓演奏多くの参加者で盛り上がるオープニングセレモニー 各種模擬店も揃っています

第１1 回
  三島バル開催！
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三島市役所

大社の杜
みしま

三
嶋
大
社 デニーズ

ボイス・キュー

三島富士線

神池

青木竹材店

〒411–0853  三島市大社町１８– ４１

T E L

F A X

：０５５–９７５–０５１３

：０５５–９８１–１４９６

店舗外観

竹を加工する様子洗うと色がきれいになります

川床事業
オーダーメイドの竹照明

青 木 竹 材 店

　青木竹材店は１９０５年（明治３８年）創業の４代続く老舗竹材専門店です。
　三島市大社町にあるお店には、入ってすぐ竹が並んでおり、竹を必要とす
る造園屋さんなどお客様の要望にお応えできるよう、何種類もの竹の用意が
あります。
　真竹・孟宗竹は三島市阿部野、小沢、元山中、市の山などから採ります（市
内里山産）。節間の長い真竹は熊本県、細やかな飴色の清水竹は千葉県、黒竹
は四国、虎竹や角竹など銘竹は京都など、日本全国から良質な竹を取り寄せ
ています。
　昔から竹は “ 籠 ” や “ 笊 ” など竹冠の漢字がたくさんあるように、竹で作ら
れた日用品が多く、日本人の生活には欠かせないものでした。竹の活用法は
さまざまで、明治から昭和にかけて、三島で盛んに作られていた竹傘の材料
に使われたり、遠く東京・大森の海で海苔の養殖の筏にも用いられていました。
　４代目 店主の青木潤さんは、庭の竹垣根の材料を中心に、茅葺屋根の骨格、
お茶室などの内装材などの販売の他にも、お客様の要望に合わせて細工を施
した照明、食器、箸置き、竹ヒゴなど様々な造形物も制作・販売しています。
　また、青木さんが制作した竹馬や水鉄砲は幼児たちの玩具として、竹笛も
小学校の教材として使われています。季節でいえば、お正月の門松、どんど焼、
春先には筍を掘り、鯉のぼりに使用する竹も用意しており、夏の箱根の大文
字焼きの松明、流しそうめんの竹樋、秋の運動会の競技にも竹は使われてい
ます。皆さんも一度身近な竹を探してみ︎て下さい。そして何か欲しい竹製品
があれば、ぜひ一度、青木竹材店へ足を運んでみ︎てはいかがでしょうか。

（文：まちづくり課   片山富美子）

大量の笹の葉も

こんなに素敵な球体（照明）に！
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三島富士線

三
嶋
大
社

三島市役所

リヴよしだや

三島中央町
郵便局

静岡銀行
中島支店

三島市営
中央駐車場

さ
ん
し
ん

ギ
ャ
ラ
リ
ー
善

P

御
殿
川

〒411–0858  三島市中央町３– ４４

T E L
F A X
定 休 日
営業時間

：０５５–９７５–１２３４
：０５５–９７１–３２１４
：毎週水曜日
：１０：００～︎１８：００
   （水曜日：１０：００～︎１７：００）

素敵な笑顔でお出迎え

可愛く肌に優しいタオル揃っていますこだわりのアクセサリー

リ ヴ よ し だ や

夏の必需品！冷感美容液と頭皮用美容液

店舗外観

★ ☆ ★

★ ☆ ★

BE.ME 見たよ！で
「毛穴撲滅応援！ホットクレンジング+
化粧水+乳液３日分」プレゼント

お得な情報
予約は

LINE@ から

　始まりは天保１１年、三島大通り商店街で数少ない江戸から続く名店です。
かつては、薬師問屋・塗料やインテリアを扱う店舗として営業していました
が、現在は雑貨と化粧品を扱っています。資生堂の化粧品が数多く並ぶ店内は、
いつでも明るく良い香りが漂っています。
　また、エステを受けることもでき、特にプラっと立ち寄ってできる、ベネ
フィークエステが人気です。エステに行ってキレイになりたい、しみ︎・しわ・
たるみ︎をどうにかしたい、メイクの仕方を教えてほしいなど何でも対応して
くれます。
　その他に、夏のオススメ商品は、冷感美容液アイスエッセンス０。-10℃を
体感できる美容液で化粧の上からでも使用できます。また、頭皮美容液スパー
クリングフレグランスも夏の一押し商品です。頭皮にスプレーし汗でべとべ
とした頭皮もヒンヤリと良い香りに包まれます。
　また、化粧品だけでなく雑貨も扱っており、こだわりの商品が並び、ハン
ドメイド作家の作品販売もあるので、自分に合う世界に一つだけの商品と出
会うことができます。お子様の肌に優しいタオルや前掛けはギフトに最適で
す！
　とても優しく温かく出迎え、美容や健康について楽しく教えてくれるので、
お店を出る頃には肌も心もスッキリとする素敵なお店です。　肌・メイクの
悩み︎から大切な人へのプレゼントまでお気軽にご相談ください！

（文：まちづくり課  丸山祐季）
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　７月２４日（水）講師にナインソーツコンサルティング㈱　
代表取締役　野村忠史氏を招き、消費税軽減税率対策「Ｑ
＆Ａ方式でわかる消費税の軽減税率制度セミナー」を開催
しました。
　今回のセミナーでは、導入間近となった消費税軽減税率
制度の概要から、今一度確認しておきたい対応策をＱ＆Ａ
方式で説明しました。
　事例を交えた内容でとても分かり易く、参加者からは自
社に置き換えて考える事ができたため大変好評でした。

（文：経営支援課  大嶋孝博）

　７月１７日（水）に飲食旅館業部会主催の実践セミナーを
開催し３４名が参加しました。今回は１０月の消費税率改正
に伴う対応の中で、料金改定を行う事業所が多い事を見込
み︎、メニュー表の書き変えに活かせる内容で企画しました。
　メニュー表の金額だけを変えるのではなく、より見やすく、
より分かりやすく、客単価があがるようなデザインの鉄則・
コツを学ぶことを目的とし、300 社以上のメニューデザイ
ンを手掛け実績のある㈱メニューデザイン研究所の谷口泰
崇氏が講師を務め、即実践できるノウハウを学びました。
　参加者は、メニューデザインの可能性を改めて実感して
いる様子でセミナー後も質問が続きました。また、参加者
の多くは個別指導も希望しており、今後は当所の専門家派
遣制度を活用し引き続き支援を続けていきます。

（文：まちづくり課  丸山祐季）

　三島商工会議所では、「入札制度に係る『健康経営優
良法人』認定取得事業所への加点評価導入について」「発
注工事の早期発注について」等９項目にわたる三島市行
政への要望書を６月２８日に提出し、７月３０日（火）市
長応接室で豊岡市長から回答書をいただき併せて市担当
部長から詳しい説明を受けました。
　要望書は、当所の業種別部会、委員会において協議し、
総会での承認を経て三島市に提出、市の担当部署が精査
しこのほど回答となりました。
　稲田会頭、鈴木正二副会頭、石渡副会頭、坪内専務理事、
小野建設部会長、渡邉環境委員長、千葉まちづくり委員
長が出席し、早期発注についての要望には、ゼロ債務負
担行為も含め積極的な早期発注に努めるという前向きな
回答をいただくなど、三島市との連携を確認し終始和や
かな雰囲気で説明を受けました。

（文：事務局長  小川雄司）

　三島商工会議所は、三島市・アクサ生命保険㈱静岡支
社と 「企業の健康づくり推進に向けた相互連携に関する
協定」 を７月１２日（金） に締結しました。
　この協定により２０１６年度より当所と市が実施する健
康経営支援事業をより強化し、会員事業所をはじめとす
る市内企業の健康経営の取組み︎を強力に支援します。
　具体的には、「健康アドバイザー」 資格を有するアクサ
生命の社員が企業を訪問し、健康経営優良法人認定支援
や保健師派遣事業、健幸アンバサダー養成事業のサポー
ト等を行います。当所では、県内初となる連携を活かし
ながら、健康経営の推進に取組み︎ます。

（文：総務課　金井雅彦）

間近に迫る消費税軽減税率対策
への理解を深めました

「MENUデザインの仕掛け」
セミナーを開催しました！

三島市行政への要望書の回答
担当部長から前向きな説明

企業の健康づくりに向け連携
～三島市・アクサ生命との健康経営連携協定締結～

多くの成功事例紹介から自店で活かせるヒントを学ぶ受講者軽減税率導入準備について習びました。

協定書に署名する稲田会頭（右）

挨拶をする稲田会頭

三者による連携が実現

豊岡市長から回答書が手渡されました
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　７月６日から８月３日まで、４日間を通してＭ－ステ
主催の「創業応援塾」を開催しました。今年度は２１名の
方が受講され、ビジネスプランの作り方や、経理、販促、
資金調達の方法など創業に必要な知識を学びました。最
終日には修了式を行い、受講生の皆さんへ修了書を渡し
ました。
　また、この講座は国の認定を受けており、全日受講し
た受講者には、法人設立の際の登録免許税が軽減される
などのメリットがあります。これらの制度を利用しなが
ら、講座終了後も、継続して支援を行い、皆様の創業を
支援していきます。              （文：経営支援課  麻谷暢恵）

　去る７月６日（土）に開催された 「商工会議所青年部第
１７回全国サッカー大会　長崎大会」 に三島 YEG 現役・
OB の合同チームで参加しました。
　当日は、雨上がりの炎天下とあって、蒸せるピッチで
汗を流しました。「Y 3 リーグ」 の予選で対戦した 「神奈
川県連 C」「日向 Y E G 」「島原・沖縄県連合同」 とは、交
流をしながらとても楽しくプレーする事ができました。
　三島 YEG は予選リーグを突破し、準決勝で相模原 YEG
に敗れはしたものの、２０チーム中の第 3 位と好成績で
終えました。他単会との親睦を深め、令和 2 年に開催さ
れる全国大会で再会する事を約束し合うなど、とても有
意義な大会となりました。   （文：経営支援課  大嶋孝博）

　当所建設業部会では、７月２９日（月） 職業観を養うと
共に建設業のイメージアップを図り、将来的な建設現場
における担い手不足の解決に繋げることを目的とした現
場見学ツアーを市内小学生とその保護者計３３名が参加
し開催しました。
　今回のツアーは山本建設株式会社、小野建設株式会社
の協力により、三ツ谷工業団地の建築工事と笹原山中バ
イパス土木工事の２ヶ所を見学しました。
　参加した生徒からは「高所作業車に乗れたり、ドロー
ンを操作できて楽しかった」・「バイパス道路ができるこ
とによって車が走りやすくなるようになることがわかっ
た」 などといった感想が聞かれ、建設業の仕事に興味も
持ってもらうとても良い機会となりました。

（文：経営支援課  池谷太郎）

　7 月 29 日（月）に当所商業部会主催の個店魅力アップ
セミナー「お店の雰囲気をガラリと変える！～︎顧客の目
を引く商品陳列の極意～︎」 を開催しました。
　ＶＭＤインストラクターであり、ミラサポ専門家の空
間デザイナー 繁田和美氏（しげたかずみ︎デザイン事務所） 
を講師に迎え、受講者２１名は、商品陳列の基礎から、繁
田氏が今まで担当してきた数々の案件や、ビフォーアフ
ターの写真とポイントの紹介を受けました。講座の後半
には紙コップを使ったワークショップも行い、参加者は
楽しく商品陳列について学ぶことができました。

（文：まちづくり課   片山富美子）

日向 YEGとも絆をさらに深めました！

熱心に受講する参加者の様子

高所作業者を体験する参加者 ドローンを使用して集合写真を撮影

講義の様子 修了証書を受け取る受講者

創業応援塾を開催しました！

青年部
ニュース 日本YEG

全国サッカー大会堂々3位！建設業を観て聞いて知ろう！
建設現場見学ツアー

お店の雰囲気をガラリと変える！
商品陳列の極意を学びました！
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商工会議所の議員選挙・選任の仕組み

P12・P14informationM25/ ドット

軽減税率対策補助金締切迫る！
軽減税率対応レジの購入をご検討の方はお急ぎ下さい！

　令和元年 9 月 30 日までに、レジの店舗への導入あるいは機器等の改修を終え、支払いを完了
していることが必要です。ただ今、駆け込み︎需要で機器の納品が遅れるケースがありますのでご
対応はお早めに！
※交付申請受付期限は令和元年 12 月 16 日まで。
　軽減税率対策補助金についてのご相談は
　　　　　　三島商工会議所 M ステまで！

※次期役議員は１０月２９日（火）開催の臨時議員総会で決
定します。

三島商工会議所の組織

　今年は３年に一回の商工会議所の役員・議員の改選の
年にあたります。どのようにして役員・議員が選ばれる
のか改めて説明します。

【役員とは？】
会頭、副会頭３名、専務理事、監事３名及び常議員３０
名のことです。

（会頭）
議員総会で会員から選任されます。

（副会頭）
議員総会の同意を得て会頭が会員から選任します。

（専務理事）
議員総会での同意を得て会頭が選任します。

（常議員）
議員総会で議員から選任します。

（監事）
議員総会で会員から選任します。

【議員とは？】
会員の中から代表として選ばれた議員総会の構成メン
バーで、会議所運営にあたる９０名のことです。

（１号議員）
会員のうちから立候補し選挙で選出される５０名です。
選挙日：１０月１１日（金）

（２号議員）
業種別に分類された商業、工業、建設、飲食旅館業、運
輸通信サービス業、理財情報の６部会から選任される

２８名です。部会開催日：９月９日（月）から１６日（月）
（３号議員）
会頭が常議員会の承認を得て会員から選任される１２名
です。常議員会開催日：９月４日（水）

【次期役議員の任期】
令和元年１１月１日～︎令和３年１０月３１日までの３年間
です。

（文：事務局長  小川雄司）

今年は役員・議員の
改選です！

常議員（議員から３０名）
議員（９０名）

監事
（３名）

会頭・副会頭
専務理事

会員（業種ごとによる６部会に所属）
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ト レ ン ド 通 信

　地方発でヒット商品を生むために欠かせない要素に
「情報発信」 があります。そもそも地方の規模の小さい事
業者がヒット商品を生むためには、ただ良い商品やサー
ビスをつくればというものではありません。その良いも
のの情報の良さを理解してくれるお客さんに的確に届け
る必要があります。そうしないと知られない、評価され
ないからです。
　近年、所得の伸び悩み︎もあって消費者は無駄なお金を
使わなくなっています。どんなに少額な支出でも「理由
のないものは買わない」 という傾向が強まっています。
ですから、良いものをつくっても、それを買ってもらう
ためには、商品だけでなく情報を届けることが販売の両
輪なのです。
　では、具体的に情報発信はどうすればよいのでしょう
か。テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、インターネットなどの
メディアに広告料金を払って情報を拡散してもらうという
のが一般的ですが、地方の小規模事業者にとっては、ど
のメディアに載るのが正解なのか、それに払う費用はい
くらが妥当なのかを判断することは簡単ではありません。
　できるだけ、費用を遣わないで情報発信する方法は、
大きく二つあります。一つは、自
分でウェブサイトやＳＮＳを使っ
て発信する方法です。もう一つ
は、商品やサービス、イベントな
どの情報をまとめた文書 （プレス
リリース） をつくって、地元の新
聞社やラジオ・テレビ局、タウン情報誌の編集部などに
情報提供し、そこで取り上げてもらうという方法です。
　今回はプレスリリースを地元メディアに売り込む作戦
について考えてみ︎ます。
　プレスリリースは、メディアに記事を書いてもらった
り、番組内で取り上げてもらったりするための 「ネタ」
になる文書です。どのようにつくるかといえば、もらっ
た相手が記事や番組をつくりやすいように、必要な情報
が分かりやすく整理されていることが重要です。

「地元メディアとのつながりつくるプレスリリースを」

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ

  １９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修
了。同年日本経済新聞社入社。全国各地のものづく
り企業、自治体、地域商社やＤＭＯなどを取材、地域
に持続的に稼げるビジネスをつくることをテーマに
した著書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり』 
がある。全国の商工会議所などで地域活性化や名産
品開発を支援する講演などを実施している。

　新聞記事は、５Ｗ１Ｈが基本情報です。つまり、いつ
（When）、どこで（Where）、誰が（Who）、なぜ（Why）、
何を（What）、どのように（How）です。これらが明確
になっていれば、記事は書きやすいのです。あとは、タ
イトルの参考になるように、いったいどこがニュース （新
しい情報） で、面白いのかが書かれていて、さらに詳し
い情報を知りたい人のために連絡先や担当者が明記され
ている必要があります。
　この文書 （Ａ４判１～︎３ページ程度） をつくって、写真
などとともに地元の新聞社やテレビ局、タウン誌の編集
部に送るわけですが、掲載してほしいコラム名や番組名
を書いて宛先を 「ご担当者様」 とすればとりあえず、そ
こまでは届きます。
　全国ネットのテレビや
雑誌に取り上げられて地
方の商品がブレイクした
例はたくさんあります。
実はこうした全国メディ
アも地方ネタを探すとき
に地方メディアのニュースサイトやタウン情報誌を参考
にしているのです。ですから、日頃から地元メディアと
つながりを持っておくことは、全国の市場につながる
ルートを用意することでもあるのです。

日経ＢＰ社  「日経ビジネス」シニアエディター
渡辺　和博
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飲食コラム

●事業
三井住友文化財団 ときめくひととき

第846回　
ザ・チェンバーブラス ～Ｎ響金管奏者たち～

飛び出す絵本と生演奏による音楽劇！
宮西達也のミラクルワールド

ヒョッコリンと森のミラクル音楽隊

– KITARO Japan Tour 2019 –
“シルクロード～古事記と宇宙”
喜多郎スペシャル・コンサート

スターダスト☆レビュー
ライブツアー「還暦少年」

●日時 ８月１８日（日）
15:30 開場  16:00 開演

８月２４日（土） 
13:00 開場　14:00 開演

9 月 7 日（土） 
16:30 開場　17:00 開演

９月14日（土）
16：30開場　17:00開演

●会場 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール

●チケット
料金

（税込み）

全席指定席（税込）／一般1,000円
高校生以下500円

※チケットの割引はございません

全席指定 （税込）／2,700円→2,500円
 （当日券2,900円）

※当日券の割引はございません。
指定席 （税込）／5,000円→4,500円

全席指定（税込）／6,900円
※チケットの割引はございません。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※三井海上文化財団の助成により低料金に

設定しております。
※未就学児膝上無料！座席が必要な場合は有料。

※小学生以下のお子様は保護者同伴。 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

●内容

本格派 5 名による圧巻のブラスサウンドを楽しいトークと共に！
〈プログラム〉

G.F. ヘンデル／ C.ザイプ：王宮の花火の音楽より「歓喜」
C.ドビュッシー／ G. クレシャ：亜麻色の髪の乙女

V. エヴァルド：金管五重奏曲　第 3 番
広瀬勇人：コッツウォルズの風景

G. ガーシュウィン／ L.D. エデン：パリのアメリカ人
A. ピアソラ／井澗昌樹：オブリヴィオン
P. ネイグル：ジャイブ・フォー・ファイヴ

※プログラムは変更になる場合がございます。

宮西達也さんの絵本のキャラクターたちが
巨大なステージセットになって出現！まるで

飛び出す絵本のページをめくるように、
ブラスバンドの生演奏とともに繰り広げられる

ドキドキワクワク、涙もポロリな
絵本と音楽のショーです。

昨年の好評の声にお応えして今年も開催！

“シルクロード”他名曲と、
歴史的傑作“古事記”のライブ演奏に、

京都大学柴田教授監修の NASA や、
JAXA の映像が織りなす

圧巻のスペシャルコンサートを
三島で開催決定。

日本屈指のライブバンド
「スターダスト☆レビュー」の全国ツアー

「還暦少年」三島公演開催決定！

●チケット
一般発売 好評発売中 好評発売中 好評発売中

6月15日（土）午前9時から
市民文化会館窓口で販売開始

電話予約は午後1時から市民文化会館で受付

三島商工会議所会員特典‼︎  三島市民文化会館自主事業チケットのご案内

お問合せ   三島市民文化会館事務室    TEL 055-976-4455

※上記の割引サービスは、三島市民文化会館事務室の取り扱いに限ります。
※チケットをご購入の皆様は、三島市民文化会館事務室に掲載記事を持参下さい。
※売り切れの場合はご容赦ください。

※文化会館に駐車場はございませんので正面のTMOパーク（有料）、または公共の交通機関をご利用ください。

※未就学児童の入場はできません。
ジュニア（25 歳以下）・シニア（65 歳以上）割引5,900 円

〈公演当日、年齢確認ができるものをご持参いただき
キャッシュバッいたします〉

障がい者（児）・介助者割引5,900 円
（障がい者手帳をお持ちのお客様とその介助者※１名につき１名）

〈公演当日、障がい者手帳をご持参いただき
キャッシュバックいたします〉

 ※ジュニア・シニア割引と障がい者（児）割引の併用はできません。

　静岡県では、2019 年 4 月 1 日
より静岡県受動喫煙防止条例が
施行されています。本条例は、望
まない受動喫煙を生じさせること
のない環境の整備を促進すること
で、受動喫煙による県民の健康へ
の悪影響を未然に防止し、県民の
健康寿命の更なる延伸を図るため
制定されました。
　本条例により、飲食店の管理権
限者には、飲食店の出入口の見や
すい箇所に「禁煙・分煙・喫煙可」
の標識掲示が義務付けられていま
すので、掲示を
していない事業
所の皆様は至急
ご対応をお願い
致します。

（標識掲示を要しない施設もあり
ますので、各自でご確認ください）

（文：まちづくり課  丸山祐季）

※指定たばこについて
　「IQOS」、「Ploom  TECH」、「glo」 などの加熱式たばこ
※喫煙可能室等について
　客席面積 100㎡以下かつ個人又は中小企業の店舗のみ、2020 年 4 月以降も店舗全体を喫煙
可とすることや喫煙可能室を設置することができます。ただし、静岡県、静岡市、浜松市に届出を
していただく必要があります。また、2020 年 4 月以降は、喫煙することができる場所には、20
歳未満の方の立ち入りが法律で禁止されます。このため、2020 年 4 月以降も店舗全体を喫煙可
とする場合は、20 歳未満の方は店舗自体に入店できなくなりますのでご注意ください。

飲食店の出入口に 「禁煙・分煙・喫煙可」の標識掲示が必要です！
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